
１．維持補修工事等積算基準（令和６年１０月１日）の訂正内容について 
 
・維持補修工事等積算基準  
第１章 総則 ３．間接工事費・一般管理費等の積算 
３－２ 現場管理費（第３表） P1-3-3 
 
（なお、訂正箇所は赤下線で示す。） 

 
【誤】 
 

（第３表）                                 

対象額 
700 万円以下 700 万円を超え 10億円以下 

10 億円を 

超えるもの 

適用区分 

工種区分      

  

固定率 

（%） 

変数値 
固定率 

(%) A b 

舗装補修工事（HC） 40.83 598.0 -0.1703 17.54 

塗装補修工事（HD） 48.86 265.1 -0.1703 28.69 

※ J0の値は、小数第 3位を四捨五入して第 2 位とする。 

※ 資材等を支給又は貸与する場合は別途担当部課と協議すること。 

 

 
 

【正】 
 

（第３表）                                 

対象額 
700 万円以下 700 万円を超え 10億円以下 

10 億円を 

超えるもの 

適用区分 

工種区分      

  

固定率 

（%） 

変数値 
固定率 

(%) A b 

舗装補修工事（HC） 40.83 598.0 -0.1703 17.54 

塗装補修工事（HD） 48.86 265.1 -0.1073 28.69 

※ J0の値は、小数第 3位を四捨五入して第 2 位とする。 

※ 資材等を支給又は貸与する場合は別途担当部課と協議すること。 

 


